
 

学校給食センター排水処理槽汚泥処分業務委託（単価契約）仕様書 
 
 
排水処理槽汚泥処分業務の委託にあたり、その仕様は下記のとおりとし、本仕様書に掲げる事

項により業務を遂行すること。 

 

 

 

１．業務名     学校給食センター排水処理槽汚泥処分業務（単価契約） 

 

２．業務内容    那須烏山市学校給食センター内で発生した産業廃棄物の処分をする。 

 

３．業務場所    那須烏山市学校給食センター 那須烏山市大金１２０番地１ 

 

４．廃棄物の種類  汚泥 

 

５．契約履行期間   契約の日から令和８年３月３１日まで 

 

６．契約方法        単価契約（１キロ当たり） 

          汚泥収集運搬については、専門業者と別途契約する。 

 

７．汚泥排出量   ５０,０００ｋｇ（見込み量） 

 

８．作業日時    作業日は、夏季・春季の年２回とし、学校給食休業期間内とし作業日程を 

       決定する。 

       作業時間は、原則として午前８時３０分から午前１１時までに完了するも

のとする。 

 

９．法律等の遵守   （１）廃棄物の処理及び清掃に関する法律 

          （２）労働安全衛生法 

          （３）その他関係法令 

 

10．提出書類     汚泥排出完了後に排出量を集約したマニフェストを提出すること。 

 

11.その他 

（１）本仕様書等の内容は、必要に応じて変更・追加する場合がある。 

（２）臨機の措置をとらなければならない事故等が発生した場合は、市に 

報告した上で指示に従い処置すること。 

（３）本仕様書の内容に疑義が生じた場合及び本仕様書に記載のない事項 

については、必要に応じて双方協議の上、定めるものとする。 

（４）本仕様書は業務の大要を示すもので、この仕様書に記載されていな 

い事項であっても、業務処理上、特に必要と認めて指示した事項に 

ついては、誠意をもって対応すること。 


